
平 成 1 6 年 度  第 5 回 理 事 会 抄 録  

 
日 時 ： 平 成 1 6 年 1 2 月 1 9 日 （ 土 ） P M 1 3 : 0 0～ 1 7： 3 2  
場 所 ：（ 社 ） 日 本 作 業 療 法 士 協 会 事 務 所  1 0 階 会 議 室  
出 席 ： 杉 原（ 会 長 ）、中 村（ 春 ）、山 根（ 副 会 長 ）、荻 原（ 事

務 局 長 ）、 長 谷 川 （ 監 事 ）、 岩 瀬 、 香 山 、 比 留 間 、 松

房 （ 常 務 理 事 ）、 大 熊 、 片 岡 、 小 林 （ 正 ）、 日 垣 、 山

本 （ 理 事 ）、 石 塚 、 塚 原 、 千 島 （ 部 ・ 委 員 長 ）、 大 瀧

代 理 大 嶋 （ 士 会 連 絡 協 議 会 長 ）  
   
Ⅰ 審 議 事 項  
１ ． 平 成 1 7 年 度 協 会 活 動 主 要 目 標 （ 案 ） に つ い て （ 荻

原 事 務 局 長 ）主 題「 協 会 創 立 4 0 周 年 を 迎 え て ― 専 門 性 の

堅 持 と 社 会 貢 献 の 推 進 ― 」 主 要 目 標 １ ． 作 業 療 法 の 専 門

性 の 堅 持 2 ． 社 会 貢 献 の 推 進 3 ． 協 会 組 織 機 能 の 整 備 4 ．

4 0 周 年 記 念 事 業 の 企 画 及 び 実 施 。      → 承 認  

 

２ ． 平 成 1 7 年 度 予 算 （ 案 ） に つ い て （ 石 塚 財 務 部 長 ）

各 部 よ り 提 出 さ れ た 予 算 案 を 組 ん だ が 、 未 提 出 の 部 、 委

員 会 が あ る た め 変 更 に な る 予 定 。3 月 理 事 会 で 承 認 す る 。 

                  → 継 続 審 議  

 

３ ． 社 会 保 険 診 療 報 酬 改 定 に 関 す る 要 望 書 （ 案 ）（ 比 留

間 保 険 部 担 当 理 事 ） ① 精 神 科 作 業 療 法 の 施 設 基 準 見 直 し

な ら び に 診 療 報 酬 改 定 に つ い て  取 り 扱 い 人 数 の 見 直 し 、

助 手 規 定 の 削 除 等 、 精 神 科 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 総 合 実 施

計 画 評 価 料 の 新 設 を 要 望 。 ② 社 会 保 険 診 療 報 酬 改 定 に つ

い て  要 望 の 重 点 ： 1 ． 現 行 規 定 の 適 応 拡 大 、 2 ． 施 設 基 準

の 見 直 し  3 ． 点 数 引 き 上 げ 等 の 要 望 事 項 に つ い て 提 案 さ

れ た 方 向 で さ ら に 内 容 を 詰 め る 。     → 継 続 審 議  

 

４ ． 第 3 8 回 全 国 研 修 会 に つ い て （ 塚 原 事 業 部 長 ） 期 日 ：

平 成 1 7 年 1 2 月 1 0 、1 1 日  会 場：大 阪 国 際 交 流 セ ン タ ー  全

国 研 修 会 の 役 割 、 機 能 に つ い て 、 学 会 と の 関 わ り も 含 め

て 今 年 度 中 に 協 会 と し て の 方 向 性 を 示 す 。   → 承 認  

 

５ ． 福 祉 用 具 研 修 カ リ キ ュ ラ ム に つ い て （ 中 村 副 会 長 ）

提 案 さ れ た 案 に つ い て 、 他 の 制 度 と の 整 合 性 の 点 検 、 関

係 部 署 と の 調 整 を 行 い 、 再 度 提 案 す る 。  → 継 続 審 議  
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６ ． 選 挙 規 定 の 改 正 に つ い て （ 千 島 規 約 委 員 長 ） イ ン タ

ー ネ ッ ト 投 票 導 入 に 伴 い 、 定 款 施 行 規 則 第 3 章 選 挙 を 改

正 す る 。                 → 承 認  

 

７ ． 広 報 部 審 議 及 び 報 告 事 項 （ 松 房 広 報 部 担 当 理 事 ） ①

広 報 誌 オ ペ ラ の 委 託 業 者 変 更 に つ い て … マ ン ネ リ 化 が み

ら れ る 。 取 材 対 象 へ の 不 勉 強 等 の 問 題 が あ り 改 善 が さ れ

な い こ と か ら 業 者 を （ 有 ） 渡 辺 美 知 子 デ ザ イ ン 室 ・（ 有 ）

カ ッ パ ハ ウ ス に 変 更 す る 。 企 画 コ ン セ プ ト の 大 幅 な 変 更

は 行 わ な い 。                → 承 認  

② 協 会 ニ ュ ー ス 編 集 業 者 委 託 に つ い て … 情 報 量 の 増 大 と

即 時 性 を 考 え 、協 会 員 に よ る 手 作 業 の 編 集 業 務 を 1 7 年 4

月 号 よ り 専 門 業 者 （ 有 ） 教 友 社 に 委 託 す る 。  → 承 認  

 

８ ． 第 4 0 回 学 会 に つ い て （ 大 嶋 副 学 会 長 ・ 上 垣 財 務 担

当 ） 学 会 長 ： 山 根 寛  会 期 ： 平 成 1 8 年 6 ／ 3 0 ～ 7 ／ 2 テ ー

マ ：「 ひ と と 作 業 活 動 ～ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン と し て の 作

業 ・ 身 体 ～ 」 会 場 ： 国 立 京 都 国 際 会 館  予 算 総 額 は 6 7 0 0

万 円 の 予 定 。 会 場 の 関 係 で 賃 借 料 が 従 来 の 予 算 よ り 高 額

に な る 。 細 部 を さ ら に 検 討 す る 。      → 承 認  

 

９ ．賛 助 会 員 の 入 会 、区 分 変 更 に つ い て（ 荻 原 事 務 局 長 ） 

① 入 会 … グ ラ フ ァ ー ジ （ 介 護 に か か わ る 通 販 業 務 ） Ｂ 会

員 と し て 入 会 希 望             → 承 認  

② 区 分 変 更 … 矢 崎 化 工 株 式 会 社 よ り Ｃ 会 員 か ら Ｂ 会 員 へ

の 移 行 希 望                   →

承 認  

                              

Ⅱ 報 告 事 項  
１ ． 中 間 監 査 報 告 （ 長 谷 川 監 事 ） 1 1 月 1 3 日 （ 土 ） 中 間

監 査 を 実 施 し た 。 指 摘 事 項 ① 「 危 機 管 理 マ ニ ュ ア ル 」 の

早 期 作 成 に つ い て ② 会 計 報 告 の 遅 延 に つ い て ③ 業 務 執 行

に つ い て 。  

 

２ ． 平 成 1 6 年 度 都 道 府 県 作 業 療 法 士 連 絡 協 議 会 要 望 書

に つ い て （ 杉 原 会 長 ） 実 務 者 研 修 会 、 協 会 と の 合 同 研 修

会 、 作 業 療 法 推 進 モ デ ル 事 業 に つ い て 継 続 要 望 。 現 職 者

研 修 推 進 委 員 会 の 設 置 に つ い て 新 規 要 望 。 今 後 さ ら に 連

携 を 深 め る た め に 要 望 に つ い て 検 討 し て い く 。  
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３ ． 調 査 部 報 告 （ 岩 瀬 調 査 部 担 当 理 事 ） 次 年 度 の 入 会 申

込 書 の 書 式 を 作 成 。平 成 1 7 年 度 O T 協 会 管 理 シ ス テ ム モ

デ ル 士 会 募 集 を 行 う 。  
 
4． 国 際 部 報 告 （ 荻 原 事 務 局 長 ） 2 0 0 5 年 8 月 ま た は 9 月
に タ イ へ の 1 週 間 程 度 の ス タ デ ィ ツ ア ー を 企 画 。 ② O T
協 会 が ス ポ ン サ ー と な り 海 外 作 業 療 法 士 支 援 事 業 に つ い

て 2 0 0 6 年 秋 よ り 実 施 を 検 討 。  

 

５ ． 作 業 療 法 士 養 成 課 程 連 絡 会 に つ い て （ 岩 瀬 教 育 部 担

当 理 事 ） 作 業 療 法 士 養 成 課 程 の 教 員 （ 作 業 療 法 士 ） を 構

成 メ ン バ ー と し て 、 協 会 組 織 内 に 位 置 づ け る 。 1 月 3 0 日

に 詳 細 を 詰 め て 、 理 事 会 に 報 告 す る 。  

 

６ ． そ の 他 １ ） 山 根 副 会 長 ： 医 療 心 理 師 国 家 資 格 推 進 協

議 会 か ら の 支 援 金 要 請 に つ い て は 無 理 と の 回 答 を し た 。

協 議 会 へ は 参 加 。 ２ ） 杉 原 会 長 ： ① 中 越 地 震 に つ い て 新

潟 県 士 会 長 及 び 樋 浦 氏 と 三 役 で 面 談 。 協 会 と し て は 随 時

必 要 な 支 援 を 引 き 続 き 行 う 。② 1 1 月 2 2 日 医 道 審 議 会 P T、
O T 分 科 会 倫 理 部 会 に 出 席 。 3） 荻 原 事 務 局 長 ： ① 介 護 報

酬 不 正 受 給 事 案 が 生 じ た 。 ② 痴 呆 性 高 齢 者 家 族 支 援 プ ロ

グ ラ ム 実 施 モ デ ル 事 業 の 追 加 に つ い て 1 1 月 3 0 日 付 内 示

が あ り 、 痴 呆 問 題 担 当 理 事 が 対 応 す る 。  

 3


